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代表取締役社長
執行役員CEO 宮 下 　 尚 之

当社ウェブサイト
https://onecareer.co.jp/ir/meeting-of-shareholders/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
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第10回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサ

イトに電子提供措置事項を掲載しております。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。銘柄名
（ワンキャリア）又は証券コード（4377）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ
情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認
くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示いただき、2025年3月25日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送く
ださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2025年3月26日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目６番17号

渋東シネタワー11階　AP渋谷道玄坂

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第10期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告及び計算書類

の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
資本金の額の減少の件

第３号議案
第４号議案

定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。

(3)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を
行う旨とその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

 

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、本招集ご通知に修正が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項を上記インターネッ
ト上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。

－ 2 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

( 2024年１月１日から
2024年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善等を背景に緩やかな回復傾向で
推移しました。しかしながら、金融資本市場の変動、物価高騰など、景気の先行きは依然とし
て不透明な状況が続いております。
人材採用領域においては、有効求人倍率（季節調整値）は2024年12月には1.25倍となり、

人材需要は継続して堅調に推移しております。
また新型コロナウイルス感染症の影響で増えたオンラインでの採用活動が、企業の採用プロ

セスとして定着したことにより、企業の採用DXへの需要は堅調に推移しております。また、
就職活動における学生の動きが早期層と後期層で二極化しており、企業の採用活動は早期化、
長期化する傾向が続いております。
このような環境の中、当社は積極的な法人向けのマーケティング活動等で新規取引先との接

点を増やし、求人掲載サービスやスカウトサービスの販売に繋げました。さらに、地域・業
界・職種等の特定カテゴリの学生・企業の抱えるニーズに合致したサービスを強化し、会員数
及び法人顧客数拡大に注力しております。
当事業年度において会員数は1,962千人（前期比382千人増）、法人取引累計社数は4,294

社（前期比1,391社増）となりました。
以上の結果、当事業年度における売上高は5,401,367千円（前期比36.0％増）、営業利益

1,296,146千円（前期比30.1％増）、経常利益1,297,224千円（前期比30.1％増）、当期純
利益923,371千円（前期比32.9％増）となりました。
なお、当社はキャリアデータプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメン

ト情報に関連付けた記載を行っておりません。
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② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は155,529千円で、主なも
のはサービス共通IDである「ワンキャリアID」等に係るソフトウエア開発86,514千円、オフ
ィス増床等に係る建物39,862千円によるものであります。

③ 資金調達の状況
　当事業年度中に、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により、44,960千
円の調達を行いました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　記載すべき重要な事項はありません。
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区 分 第 7 期
(2021年12月期)

第 8 期
(2022年12月期)

第 9 期
(2023年12月期)

第 10 期
(当事業年度)

(2024年12月期)
売 上 高(千円) 1,951,617 2,839,721 3,970,292 5,401,367

経 常 利 益(千円) 393,488 622,133 997,355 1,297,224

当 期 純 利 益(千円) 268,173 446,099 694,540 923,371

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 51.92 77.44 120.24 156.36

総 資 産(千円) 2,745,787 3,316,210 4,190,004 5,733,406

純 資 産(千円) 1,849,157 2,295,000 3,056,191 4,044,123

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 321.00 398.40 520.11 680.54

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は期末発
行済株式総数により算出しております。

２．2021年６月７日を基準日として、2021年６月８日付で普通株式１株につき５株の株
式分割を行いましたが、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり
純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第８
期の期首から適用しており、第８期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適
用した後の数値となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　　該当事項はありません。

② 子会社の状況
　　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題
　当社が属する人材ビジネス業界は、およそ10兆円の市場規模があると想定しております。
しかし、その大半は労働集約型の旧態依然としたビジネスモデルによって成り立っていま
す。近年、少子高齢化による「労働力人口の減少」、働き方改革の影響による「働き方の多
様化」、終身雇用崩壊による「雇用の流動化」といった急速に変化する社会の流れを受け
て、顧客のニーズや課題感にも変化が生まれつつあります。また、人的資本開示が義務化さ
れる等、企業の「人への投資」に注目が集まっています。「労働生産性の向上」や「働く
人々の満足度の向上」といった新しい課題に順応するため、HR（Human Resource：人的
資材）マーケットにおいてもDX推進が求められ、特にHRTech領域に注目が集まっていま
す。労働生産性の向上が求められることにより、今後の企業の採用戦略が大きく変容してい
くと認識しております。
　当社の「キャリアデータプラットフォーム」で実現しているキャリアデータの透明化に加
え、ワンキャリアクラウドシリーズの各サービスは採用DXを促進し、企業の採用活動・人事
業務の負担削減に役立つため、企業側の限られた採用予算で効率的に求職者の採用を行うこ
とが可能なサービスであると考えております。
　また、地理的な制限や会場の収容人数の制限を受けることなく、求職者と企業双方にとっ
て効率的な就職活動を行うことができるため、オンライン企業説明会サービスへのニーズは
堅調に推移しています。実際に働いている社員や会社の雰囲気を知りたい学生のニーズに応
える商品として、オフラインイベントへのニーズも堅調に推移しております。
　このように当社は、市場の拡大・変化及び競合企業の増加等の経営環境の変化に対応すべ
く、様々なサービスを創出し、社会的需要に合致した事業戦略で持続的な成長の実現に取り
組んでまいります。

以上を踏まえ、当社が対処すべき課題は以下のとおりです。

①新規ビジネスの創出と顧客基盤の拡大
　当社は、創業以来、HRマーケットにおいて様々な新規サービスを開発し、新たな収益機会
を創造してまいりました。今後も競争優位性を確保し長期的に成長し続ける組織であるため
には、既存サービスの新規機能追加やUI/UXの改善に加え、企業のニーズを的確に捉え、新
たなビジネスやサービスを創出することが極めて重要であると考えております。具体的に
は、「キャリアデータプラットフォーム」におけるキャリアデータの拡充と、保有するキャ
リアデータを活用することで採用活動を効率化できる「採用DX支援サービス」の新規機能開
発に注力していくことで、新規顧客基盤の拡大を目指す方針であります。
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②優秀な人材の確保と育成
　当社は、今後の更なる事業拡大を目指すうえで、システムの開発部門及び営業部門等にお
ける優秀な人材の確保並びにその人材の育成が重要な課題であると認識しております。
　人材の確保については、新卒・中途の両方において、積極的な採用活動を実施し、当社の
ミッションに共感を持つ人材の採用を行ってまいります。人材の育成に関しては、採用した
人材のオンボーディング施策（入社後の定着施策）を強化し、定着率を向上させるととも
に、一人ひとりが強みを活かして活躍ができるように、研修・教育の強化、組織体制の強化
及び最適な人員配置を実施してまいります。

③認知度の向上
　当社では、これまで求職者会員の獲得及び法人顧客の獲得を目的としてWEBマーケティン
グ等を活用した広告宣伝活動を行ってきました。求職者会員の認知は得られている一方で、
新聞、テレビ等の大規模なマスメディア向け広告を打ち出しておらず、法人顧客からの当社
の認知度は大手の同業他社と比較してまだ高くありません。既存事業の更なる拡大及び競合
企業との差別化を図るに当たり、当社ブランドのより一層の認知度向上とブランド力強化が
重要であると認識しております。こうした背景から、広告宣伝への投資や積極的なPR活動を
実施し、キャリアデータのプラットフォーマーとして確立した当社ブランドの、認知度の向
上を図ってまいります。

④内部管理体制の強化
　当社が今後更なる業容拡大、持続的な成長をするためには、リスク管理体制の強化と、確
固たる内部管理体制構築を通じた業務の標準化及び効率化の徹底が重要であると考えており
ます。当社では、更なる内部管理体制の強化によって、より一層のコーポレート・ガバナン
ス機能の充実を図り、経営の公正性・透明性の確保及び企業価値の最大化に努めてまいりま
す。
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採用DX支援サービス

・求人メディア

企業の魅力を伝え、母集団形成を行うことが可能なサービス。
新卒採用支援メディア「ONE CAREER」への求人広告を掲載す
る求人掲載と企業の採用に関する会社説明を動画で配信するサ
ービスのほか、採用したい学生に直接アプローチできるスカウ
トサービスなどのオプションサービスを提供。

・採用ソリューション

当社保有のデータを活用したサービス。学生や競合他社の動向
を企業の採用活動に反映させることが可能。加えて、学生及び
企業のニーズに合わせたオフラインイベントや、キャリアアド
バイザーによる人材紹介サービスを提供。

その他のサービス

・マーケティングアライアンス
「ONE CAREER」の求職者会員を他のHRサービスなどのアライ
アンスパートナーに送客し、成果発生件数に応じて収益を得る
成果報酬制サービス。

・中途採用事業 中途採用支援メディア「ONE CAREER PLUS」へ求人広告の掲
載や、企業への人材紹介を提供するサービス。

(5) 主要な事業内容（2024年12月31日現在）
　当社はキャリアデータプラットフォーム事業を展開しております。
　キャリアデータプラットフォーム事業の内容は以下のとおりであります。

本 社 東京都渋谷区
営 業 所 大阪営業所（大阪府大阪市）
営 業 所 福岡営業所（福岡県福岡市）

(6) 主要な営業所及び工場（2024年12月31日現在）

（注）エリアに根差した採用支援を強化すべく、2024年11月付で福岡営業所を開設いたしました。

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
245（149）名 90名増（24名増） 30.3歳 2.0年

(7) 従業員の状況（2024年12月31日現在）

（注） １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト、インターン生を含む。）は（　）内に年
間の平均人員を外数で記載しております。

２．当社はキャリアデータプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を
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省略しております。
３．従業員数が前事業年度末に比べ増加した要因は、継続的な事業成長に向け人材獲得を積極的に行っ

たことによるものであります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2024年12月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 5,943,590株（うち自己株式1,037株）

(3) 株主数 1,644名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

宮 下 尚 之 3,638千株 61.22％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 334 5.62
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 331 5.57

長 澤 有 紘 248 4.19
倉 田 将 志 221 3.73
ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵ
Ｎ Ｔ 　 Ｊ Ｐ Ｒ Ｄ 　 Ａ Ｃ 　 Ｉ Ｓ Ｇ
（ Ｆ Ｅ － Ａ Ｃ ）

94 1.59

株 式 会 社 S B I 証 券 53 0.89
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 53 0.89
ＵＢＶ　Ｆｕｎｄ－Ｉ投資事業有限責任組合 50 0.84
野 村 證 券 株 式 会 社 43 0.74

２. 株式の状況（2024年12月31日現在）

（注）１．新株予約権の権利行使に伴う新株発行により、61,650株増加しております。
２．2024年５月17日付の譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、5,700株増加しております。
３．普通株式の自己株式の株式数の増加811株は、譲渡制限付株式の無償取得800株及び単元未満株式の

買取による取得11株であります。

(4) 大株主

（注）１．上記の当社代表取締役社長宮下尚之の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社MTMが
保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．持株比率は自己株式（1,037株）を控除して計算しております。
３．持株比率は小数点以下第３位を四捨五入して表示しております。
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区　分 株　式　数 交付対象者数
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 及 び
社 外 取 締 役 を 除 く 。 ）

1,000株 ３名

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
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第 1 回 新 株 予 約 権 第 2 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2017年12月25日 2019年9月30日

新 株 予 約 権 の 数 10,050個　 18,670個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 50,250株
（新株予約権１個につき ５株）　

普通株式 93,350株
（新株予約権１個につき ５株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 500円
（１株当たり 100円）　

新株予約権１個当たり 2,000円
（１株当たり 400円）　

権 利 行 使 期 間 2019年12月26日から
2027年12月24日まで

2021年10月1日から
2029年9月29日まで

行 使 の 条 件 （注）３ （注）３

役 員 の
保有状況

取締役（監査等
委員及び社外取
締役を除く。）

新株予約権の数 7,500個
目的となる株式数 37,500株
保有者数 2名（注）4　

新株予約権の数 6,650個
目的となる株式数 33,250株
保有者数 2名（注）4　

社外取締役
（監査等委員を
除く。）

－
　

－
　

取締役
（監査等委員） －

　
－

　

3. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）１．社外取締役及び監査等委員である取締役には新株予約権を付与しておりません。
　　　２．2021年６月８日付で行った１株を５株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種

類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
　　　３．新株予約権の行使等に関する条件
　　　　　①新株予約権は、その行使の時点において新株予約権者が当社、当社の子会社又は関連会社の取締

役、監査役又は従業員である場合に限り行使することができる。
　　　　　②新株予約権者は、当社の取締役、監査役又は従業員（以下「役務等提供者」という。）としての地

位を有することとなった日（以下「参画日」という。）又は当社の株式を国内外の金融商品取引所に
上場した日（以下「株式公開日」という。）からの期間に応じ、以下の個数に限り、本新株予約権を
行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本項に定める「権利行
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使基準期間」とは、参画日から２年後の応当日と株式公開日のいずれか遅い日以降（同日を含
む。）、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を継続して保有する期間を指すものとす
る。

（1）権利行使基準期間が２年未満の場合　　　　　　零
（2）権利行使基準期間が２年以上３年未満の場合　　割当予約権数の２分の１までの個数
（3）権利行使基準期間が３年以上４年未満の場合　　割当予約権数の４分の３までの個数
（4）権利行使基準期間が４年以上の場合　　　　　　割当予約権数までの個数

　　　４．取締役1名が保有している新株予約権は、従業員として在籍中に付与されたものです。
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第 3 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2020年12月28日

新 株 予 約 権 の 数 21,702個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 108,510株
（新株予約権１個につき 5株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 8,500円
（１株当たり 1,700円）　

権 利 行 使 期 間 2022年12月29日から
2030年12月27日まで

行 使 の 条 件 （注）３

役 員 の
保有状況

取締役（監査等
委員及び社外取
締役を除く。）

新株予約権の数 4,502個
目的となる株式数 22,510株
保有者数 2名　

社外取締役
（監査等委員を
除く。）

－
　

取締役
（監査等委員） －

　
（注）１．社外取締役及び監査等委員である取締役には新株予約権を付与しておりません。
　　　２．2021年６月８日付で行った１株を５株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種

類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
　　　３．新株予約権の行使等に関する条件
　　　　　①新株予約権は、その行使の時点において新株予約権者が当社、当社の子会社又は関連会社の取締

役、監査役又は従業員である場合に限り行使することができる。
　　　　　②新株予約権者は、当社の取締役、監査役又は従業員（以下「役務等提供者」という。）としての地

位を有することとなった日（以下「参画日」という。）又は当社の株式を国内外の金融商品取引所に
上場した日（以下「株式公開日」という。）からの期間に応じ、以下の個数に限り、本新株予約権を
行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本項に定める「権利行
使基準期間」とは、参画日から２年後の応当日と株式公開日のいずれか遅い日以降（同日を含
む。）、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を継続して保有する期間を指すものとす
る。
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（1）　権利行使基準期間が２年未満の場合　　零
（2）　権利行使基準期間が２年以上の場合　　割当予約権数までの個数

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 宮 下 　 尚 之 執行役員CEO
取 締 役 副 社 長 長 澤 　 有 紘 執行役員COO兼CHRO
取 締 役 北 野 　 唯 我 執行役員CSO

取 締 役 高 木 　 新 平
株式会社ニューピース　代表取締役
株式会社シックスカレー　代表取締役社長
富山県　クリエイティブ・ディレクター

取 締 役
（常勤監査等委員）

野 村 　 有 季 子
（戸籍名：馬塲有季子） ユーピーアール株式会社　社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 美 澤 　 臣 一

コ・クリエーションパートナーズ株式会社　代表取締役
株式会社フロンティアインターナショナル　社外監査役
JIG-SAW株式会社　社外取締役監査等委員
Kudan株式会社　社外取締役監査等委員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 高 橋 　 治 シティライツ法律事務所

４. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2024年12月31日現在）

（注）１. 取締役高木新平氏及び取締役（常勤監査等委員）野村有季子氏並びに取締役（監査等委員）美澤臣一氏及
び高橋治氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（常勤監査等委員）野村有季子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）高橋治氏は、弁護士の資格を有しており、専門的な法律知識を有しております。
４. 取締役高木新平氏は、当事業年度中に、一般社団法人Public Meets Innovation 理事を退任しておりま

す。
５. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情

報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、野村有季子氏を常勤の監査等
委員として選定しております。

６. 当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く。）
（う ち 社 外 取 締 役）

125百万円
（３）

121百万円
（３） － ３百万円

（－）
４名

（１）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

17
（17）

17
（17） － － ３

（３）

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

142
（20）

138
（20） － ３百万円

（－）
７

（４）

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役高木新平氏及び各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としてお
ります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員、管理職従業員、
社外派遣役員及び退任役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約によ
り被保険者が会社役員などの地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなりま
す。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為
又は法令に違反すること等を被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害等は填
補の対象としないこととしております。

(4) 取締役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、上記の「非金銭報酬等」の金額については当事業年度に費用計上し
た金額であります。割当ての際の条件等は「ロ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりでありま
す。また、当事業年度における交付状況は「２．株式の状況 (5)当事業年度中に職務執行の対価として当社役
員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

2.取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2022年３月29日開催の第７回定時株主総会において、年額
150百万円以内（うち社外取締役分年額10百万円以内）と決議しております。決議日時点の取締役（監査等委
員を除く。）の員数は４名（うち社外取締役１名）であります。取締役（監査等委員）の報酬限度額は、
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2022年３月29日開催の第７回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。決議日時点の
取締役（監査等委員）の員数は３名であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2023年３月28日開催の第８回定時株主総会において、取締役（監査等委員であ
る取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬として年額100百万円以
内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年14,200株以内と決議しており、当該株主総
会の決議に係る取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は３名であります。

3.当事業年度の取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の内容は、取締役会が、取締役会にて決議された取締役
の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に則り、事前に指名・報酬委員会及び監査等委員会に諮問し答申を得
た上で、役割、役位、職責に応じ、他社水準や当社の業績を考慮し、総合的に勘案して決定しており、当社取
締役会は、決定方針に沿うものと判断しております。

ロ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2023年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

１．基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた、監査等委員でない取締役

及び監査等委員である取締役ごとの報酬限度額の範囲内で決定する。
なお、監査等委員でない取締役の報酬に関する事項については、過半数を独立社外取

締役（監査等委員1名を含む）で構成する任意の指名・報酬委員会及び監査等委員会に
おいて事前に審議し、取締役会に答申し、取締役会において決定する。

２．監査等委員でない取締役の報酬
監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬及び中長期インセンティブとしての株式

報酬によって構成する。但し、社外取締役の報酬は、業務執行を行わず、経営に対して
監督・助言する立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成する。

①固定報酬
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬は、各取締役

の役位（期待される役割及び責任）に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会
の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等
を踏まえて、取締役会で報酬額を決定する。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬は、期待される役割及び
責任に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等
委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額
を決定する。
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②株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意

欲を従来以上に高めるために、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除
く。）に対して、株式報酬として、譲渡制限付株式を付与することとし、期待される役
割及び責任に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、
監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて取締役会の決
議により各取締役の個人別の割当株式数を決定する。譲渡制限については、対象取締役
が当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任もしくは退職した場合
並びに取締役会が決定した条件に該当する場合に解除する。

③個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合（比率）
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する固定報酬と株式

報酬の割合については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点に立ち、当社と同
程度の事業規模の企業や同種の事業を営む企業の報酬水準等を考慮しつつ、指名・報酬
委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その
意見等を踏まえて合理的と考えられる範囲内で設定する。

３．監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う取締役から独立して監査・監督を

行う立場であることを考慮して固定報酬のみで構成する。個人別の報酬額は、監査等委
員の協議により決定する。

４．報酬等を与える時期又は条件
固定報酬については、毎年3月の定時株主総会後に支給額を改訂し、翌月４月より決

定した年間報酬額を12分割した額を１年間にわたり毎月同額支払うこととする。
株式報酬については、株式報酬制度で定められた条件並びに時期に則って原則として

年1回付与する。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役高木新平氏は、株式会社ニューピースの代表取締役、株式会社シックスカレーの代表
取締役社長及び富山県クリエイティブ・ディレクターであります。当社と各兼職先との間に
は、特別の関係はありません。

・社外取締役（常勤監査等委員）野村有季子氏は、ユーピーアール株式会社の社外取締役であ
ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）美澤臣一氏は、コ・クリエーションパートナーズ株式会社の代表
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取締役、株式会社フロンティアインターナショナルの社外監査役、JIG-SAW株式会社の社
外取締役監査等委員及びKudan株式会社の社外取締役監査等委員であります。同氏が社外監
査役を務める株式会社フロンティアインターナショナルとの間には取引関係が存在しており
ます。当事業年度の取引額は、当社と株式会社フロンティアインターナショナルのそれぞれ
の総売上高の1%未満であり、かつ、一般の取引条件と同様に決定していることから、社外
役員としての職務執行に何ら影響を与えるおそれがないものと判断しております。これ以外
に、当社と各兼職先との間には、特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）高橋治氏は、シティライツ法律事務所の所員であります。当社と
兼職先との間には特別の関係はありません。
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出席状況 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
高木　新平

取締役会 15回中15回
（100%）

出席した取締役会において、会社経営者と
しての豊富な経験と幅広い見識に基づき、
適宜発言を行っており、同氏に期待される
経営全般について独立した立場からの助
言・提言を行っております。

社外取締役
（常勤監査等委員）
野村　有季子

取締役会

監査等委員会

15回中15回
（100%）

14回中14回
（100%）

出席した取締役会及び監査等委員会におい
て、主に財務・会計等に関し、公認会計士
としての専門的見地から適宜発言を行って
おり、同氏に期待される財務・会計全般に
ついて独立した立場からの助言・提言を行
っております。

社外取締役
（監査等委員）
美澤　臣一

取締役会

監査等委員会

15回中15回
（100%）

14回中14回
（100%）

出席した取締役会及び監査等委員会におい
て、事業会社での多くの企業支援業務を通
じた幅広い見識に基づき、適宜発言を行っ
ており、同氏に期待される経営全般につい
て独立した立場からの助言・提言を行って
おります。

社外取締役
（監査等委員）

高橋　治

取締役会

監査等委員会

15回中15回
（100%）

14回中14回
（100%）

出席した取締役会及び監査等委員会におい
て、弁護士として法務の専門的見地から適
宜発言を行っており、同氏に期待される法
務全般について独立した立場からの助言・
提言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査
等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

－ 22 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した懲戒処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人

②処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日まで。た
だし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場した
ことに伴う契約の新規締結を除く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監査業務に係
る審査）に関与することの禁止３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日まで）

③処分理由
・他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大
な虚偽のないものと証明したため。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　会社の業務の適正を確保するための体制整備に関する取締役会決議の内容は以下のとおりです。
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に基づ
き法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよう監督す
る。

2.監査等委員会は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
3.使用人の適切な執行を確保するため、定期的な内部監査を実施してコンプライアンスの状況を確
認するとともに、コンプライアンスの重要性についての社内啓蒙を実施する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1.株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、社内役員会議議事録、経営会議議事
録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、
「文書管理規程」に基づき保存、管理する。

2.個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社が認識するリスクを適切に管理し危険を防止するため「内部監査規程」に基づき内部監査室
が内部監査を実施し、対応が必要なリスク要因について適時に代表取締役社長に報告する。

2.執行役員は各業務執行部門を指揮し、経営管理部と連携を保ち社内規程を遵守する方策を確保す
ることにより当社の損失の危険を回避・予防する。また、重大な損失の危険が現実化した場合に
は、すみやかに取締役会に報告する。

3.取締役会は、リスクを低減させるため社内規程の整備その他の対応を行い、また、不測の事態が
発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制を整える。

④取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
1.「取締役会規程」を遵守し、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を月１回定時に開
催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

2.「取締役会規程」に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役
会に付議することを遵守する。

3.経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて初
期の業績目標の達成を図る。

4.意思決定の迅速化のため、「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を
整備し、役割、権限、責任を明確にする。
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⑤当社における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、当社の企業倫理に従い自社の諸規程を定める。
2.各部門の担当取締役・執行役員は既存の諸規程に基づき、当社における業務の適正を確保する。
3.内部監査室は、当社の業務の適正が確保されていることを監査し、代表取締役社長に報告する。
4.当社は、業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるととも
に、一層の統制強化を継続的に図る。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき取締役および当該使用人に関する体制ならびに当該取締役および
当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
1.監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を配置する。
2.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指示に基づく職務に関し
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令から独立してこれを遂行する。

3.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の人事異動及び評価については、監査等委員
会の同意を得て実施する。

⑦取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制
ならびに監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他
に関する報告を行う。

2.監査等委員会は、その判断に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及
び使用人から、業務の執行状況を直接聴取する。

3.監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対し書類の提出や説明を求めるものとする。
4.内部通報制度に基づく通報または監査等委員会に対する職務の執行状況その他に関する報告を行
ったことを理由として、当該通報または報告を行った者に対し不利な取り扱いを行わない。

5.監査等委員が取締役会に出席するほか、常勤監査等委員は必要と認める重要な会議に出席する。
6.監査等委員会は、内部監査室との定期的な情報交換を行うとともに、代表取締役社長、及び会計
監査人と必要に応じて意見交換会を開催する。

7.監査等委員が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、監査等委員会の職務の
執行に関するものでないと認められる場合を除き、これに応じる。

⑧財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
1.当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するた
め、財務・会計に関係する諸規程を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守する
ための教育・啓発を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充実を図る。

2.監査等委員会、内部監査室、及び各部門は連携してその体制の整備・運用状況を定期的に評価
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し、是正・改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

⑨反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
2.取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消す
る。

3.警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除す
るための体制の整備を推進する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、2023年３月28日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針の
決議をいたしました。当社は当該方針に基づいて内部管理体制を整備し、運用を行っております。
　業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において相互に業務執行を監視して
おり、また監査等委員は取締役会やその他社内の重要な会議に出席し、業務執行の状況やリスク管理
について不適切な点がないか検証しております。
　また、内部監査室により各部門の内部監査を行っており、運用状況に不適切な点がないか監視して
おります。

７. 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。これまで当社

は成長過程にあることを踏まえ、内部留保の充実により財務体質の強化を図り、事業拡大への投資
等に充当することで、一層の企業価値の向上を実現することが、株主の皆様に対する最大の利益還
元に繋がると考え、創業以来配当を実施しておりませんでした。
しかしながら、上場来当社の業績は堅調に推移しており、今後の安定的な利益水準も見込んでお

ります。現時点での内部留保の水準を踏まえると、事業拡大のための投資と健全な財務基盤を維持
するための資金を確保しつつ、かつ安定的、継続的な株主還元を行うことが十分可能であると判断
し、この度より１株当たり30円00銭の期末配当（初配）を実施することを2025年２月14日開催
の取締役会において決議しております。
今後につきましては、引き続き成長投資を行うことを優先しつつ、各期の経営成績及び財政状態

等を総合的に勘案しながら株主還元の充実を目指していく方針であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流動資産

現金及び預金

売掛金

棚卸資産

前渡金

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

建物

工具、器具及び備品

リース資産

無形固定資産

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定

投資その他の資産

投資有価証券

長期前払費用

繰延税金資産

敷金及び保証金　

4,683,196

4,309,661

253,857

8,246

25,689

80,957

4,784

1,050,210

201,773

160,021

36,372

5,380

280,700

255,569

25,131

567,735

186,164

1,710

83,999

295,860　

（負　  債　  の　  部）
流動負債 1,684,925

買掛金 56,151
短期借入金 100,000
リース債務 1,560
未払金 249,669
未払費用 52,810
未払法人税等 259,903
契約負債 789,042
預り金 24,284
賞与引当金 14,962
その他 136,540

固定負債 4,357
リース債務 4,357

負債合計 1,689,283
（純　資　産　の　部）

株主資本 4,044,128
資本金 18,792
資本剰余金 1,575,949
資本準備金 796,870
その他資本剰余金 779,078

利益剰余金 2,449,793
その他利益剰余金 2,449,793
繰越利益剰余金 2,449,793

自己株式 △406
評価・換算差額等 △5
その他有価証券評価差額金 △5

純資産合計 4,044,123
資産合計 5,733,406 負債純資産合計 5,733,406

貸　借　対　照　表
（2024年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年１月１日から
2024年12月31日まで)

科 目 金 額
売上高 5,401,367
売上原価 837,306
売上総利益 4,564,060
販売費及び一般管理費 3,267,914
営業利益 1,296,146
営業外収益

助成金収入 1,000
雑収入 3,353
その他 56 4,409

営業外費用
支払利息 867
投資事業組合運用損 910
譲渡制限付株式報酬償却損 1,307
その他 245 3,331

経常利益 1,297,224
税引前当期純利益 1,297,224
法人税、住民税及び事業税 408,311
法人税等調整額 △34,458 373,852
当期純利益 923,371

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2024年１月１日から
2024年12月31日まで )

株主資本 評価・換算
差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・
換算
差額等
合計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 43,318 764,558 722,240 1,486,798 1,526,421 1,526,421 △361 3,056,176 15 15 3,056,191

当期変動額
新 株 の 発 行
（新株予約権
の行使）

22,480 22,480 － 22,480 － － － 44,960 － － 44,960

新 株 の 発 行
（譲渡制限付
株式報酬）

9,832 9,832 － 9,832 － － － 19,665 － － 19,665

減資 △56,838 － 56,838 56,838 － － － － － － －

当期純利益 － － － － 923,371 923,371 － 923,371 － － 923,371

自己株式の取得 － － － － － － △44 △44 － － △44
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

－ － － － － － － － △20 △20 △20

当期変動額合計 △24,525 32,312 56,838 89,150 923,371 923,371 △44 987,952 △20 △20 987,932

当期末残高 18,792 796,870 779,078 1,575,949 2,449,793 2,449,793 △406 4,044,128 △5 △5 4,044,123

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(1) 資産の評価基準及び評価方法
１）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資
（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも
の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手
可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方
法によっております。

２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・製品

・仕掛品

・貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

建物 ８年～18年
工具、器具及び備品 ３年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備）については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法によって

おります。
③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっ
ております。
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(4) 収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①採用DX支援サービス

当社が運営する新卒採用支援メディア「ONE CAREER」へ顧客が求人広告を掲載する際に、求人掲載料
を得ております。求人掲載料については、履行義務が時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応
じて均等按分し、収益を認識しております。

また、企業の採用に関する会社説明を動画で配信するオンライン企業説明会サービスによる収益を得てお
ります。オンライン企業説明会サービスについては、当期よりLIVE配信形式からアーカイブ配信形式への変
更があったことから、履行義務がアーカイブ期間で充足されるものと判断し、当該期間に応じて均等按分
し、収益を認識しております。
②マーケティングアライアンス

「ONE CAREER」の求職者会員を他のHRサービスなどのアライアンスパートナーに送客し、成果発生件
数に応じて収益を得ております。パートナーに送客し、パートナーの確認を得られた時点で履行義務が充足
するものと判断し、収益を認識しております。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しております。

2.　会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

4. 会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
①当事業年度の計算書類に計上した金額
　繰延税金資産（純額）　83,999千円
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　当社は、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異については、
繰延税金資産を計上することとしております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存
するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の計上額に影響する可能
性があります。
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　有形固定資産の減価償却累計額 72,854千円

普通株式 5,943,590株

普通株式 1,037株

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2025年3月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 178百万円 30円 2024年

12月31日
2025年

３月27日

普通株式 252,110株

5. 貸借対照表に関する注記

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額

該当事項はありません。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
2025年３月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案いた

します。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
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繰延税金資産
未払事業税 27,921千円
未払賞与 15,855千円
株式報酬費用 10,662千円
敷金(資産除去債務) 6,072千円
賞与引当金 5,175千円
フリーレント家賃 4,744千円
未払費用 4,626千円
減価償却超過額 4,526千円
その他 4,414千円

繰延税金資産合計 83,999千円

法定実効税率 34.6％
（調整）
住民税均等割 0.3％
評価性引当額の増減 △0.4％
租税特別措置法上の税額控除 △5.6％
その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.8％

7. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

8. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金計画に基づき、必要な資金を銀行借入により調達する方針であります。一時的な余剰資金
については預金により保有しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金、未払金、未
払法人税等、預り金は流動性リスクに晒されております。投資有価証券は、主に非上場株式であり純投資
目的及び事業推進目的で保有しており発行企業体の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は本
社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。借入金及びファイ
ナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このう
ち借入金は金利の変動リスクに晒されております。
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貸借対照表計上額 時 価 差 額

敷 金 及 び 保 証 金 295,860千円 290,842千円 △5,018千円

資 産 計 295,860 290,842 △5,018

リ ー ス 債 務 5,918 5,815 △102

負 債 計 5,918 5,815 △102

③　金融商品に係るリスク管理体制
１．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、営業債権については、経営管理部が取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等
の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、敷金及び保証金については、差入時
に差入先の信用状況等を検討するとともに、差入後も差入先の信用状況の変化について留意しておりま
す。また、投資有価証券は、定期的に発行企業体の財政状態等を把握することにより、当該リスクを管理
しております。
２．市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
　当社は、借入金については、金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っ
ております。
３．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、経営管理部が月次で資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性
リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（（注１）を参照ください。）ま
た、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」
「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか
ら、注記を省略しております。

（注）リース債務は１年内返済予定のリース債務を含めております。
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区 分 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 171,473千円

投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 へ の 出 資 14,691

１ 年 以 内 １ 年 超
５ 年 以 内

5 年 超
1 0 年 以 内 1 0 年 超

現 金 及 び 預 金 4,309,661千円 －千円 －千円 －千円

売 掛 金 253,857 － － －

合 計 4,563,518 － － －

１ 年 以 内 １ 年 超
２年以内

2 年 超
3 年 以 内

3 年 超
4 年 以 内

4 年 超
5 年 以 内

5 年 超
10年以内

短 期 借 入 金 100,000千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円

リ ー ス 債 務 1,560 1,560 1,551 1,246 － －

合 計 101,560 1,560 1,551 1,246 － －

（注１）市場価格のない株式等

（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

（注）敷金及び保証金については、償還予定を明確に把握できないため、上表に含めておりません。

（注３）短期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 290,842 － 290,842
リース債務 － 5,815 － 5,815

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合 関連当事者との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

役 員 北 野 　 唯 我 （被所有）
直接0.7％ 当社取締役

ストック・
オプション
の権利行使
（注）

11,995 － －

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基
づき、国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類
しております。
リース債務

リース債務の時価は、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

9.　関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）2017年12月25日開催の取締役会決議、2019年９月30日開催の取締役会決議並びに2020年12月28日

開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載してお
ります。
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当事業年度
合計

キャリアデータプラットフォーム事業
 一時点で移転される財又はサービス
 一定の期間にわたり移転される財又はサービス

2,299,973
3,101,393

2,299,973
3,101,393

 顧客との契約から生じる収益 5,401,367 5,401,367
 その他の収益 － －
 外部顧客への売上高 5,401,367 5,401,367

当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 166,463千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 253,857

契約負債（期首残高） 506,648

契約負債（期末残高） 789,042

10.　収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、キャリアデータプラットフォーム事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる
収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1．重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

(3)　当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社は、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重

要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ
る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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(1) １株当たりの純資産額 680円54銭
(2) １株当たりの当期純利益 156円36銭

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

　当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を決議
しました。

１．株式分割の目的
　株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整えるととも
に、投資家層の拡大を図ることを目的としています。

２．株式分割の概要
（１）分割の方法

2025年３月15日（土曜日）（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2025年３月14日（金
曜日））最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、３株の割合をもって分割いたしま
す。

（２）分割により増加する株式数
　株式分割前の発行済株式総数   5,951,960株
　今回の分割により増加する株式数 11,903,920株
　株式分割後の発行済株式総数 17,855,880株
　株式分割後の発行可能株式総数 60,000,000株
（注）上記発行済株式総数は、2025年１月末時点の発行済株式総数に基づいており、株式分割の基準日ま

での間に、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

（３）分割の日程
　基準日公告日 2025年２月28日（金曜日）（予定）
　基準日 2025年３月15日（土曜日）
　効力発生日 2025年３月16日（日曜日）
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１株当たりの純資産額 226円85銭
１株当たりの当期純利益 52円12銭

株式分割前の定款 変更案
第６条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、20,000,000株と
する。

第６条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、60,000,000株と
する。

（４）その他
①　資本金の額について
　今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

②　配当金について
　今回の株式分割は、2025年３月16日を効力発生日としておりますので、配当基準日を2024年12月
31日とする2024年12月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式が対象となります。

③　１株当たり情報に及ぼす影響について
　当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりです。

３．定款の一部変更
（１）変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、取締役会決議により、2025年３月16日
を効力発生日として、当社定款の一部を変更します。

（２）定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分）

（３）定款変更の日程
効力発生日　2025年３月16日（日曜日）

（資本金の額の減少）
当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、同年３月26日に開催予定の定時株主総会に資本金

の額の減少について付議することを決議いたしました。

１．資本金の額の減少の目的
今回の資本金の額の減少は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、適切な税制への対応を通じて
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財務内容の健全性の向上を図ることを目的として行うものであります。
具体的には、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、減少した資本金の額の全額を

その他資本剰余金に振り替えるものであります。

２．資本金の額の減少の要領
（１）減少する資本金の額

2025年１月31日現在の資本金24,672,000円のうち、14,672,000円を減少し、減少後の資本金の額を
10,000,000円といたします。

なお、2025年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに当社が発行している新株予約権が
行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて
減少し、2025年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までの日を払込または給付期日として役
員または従業員に報酬として譲渡制限付株式が発行された場合は、当該譲渡制限付株式の発行により増加す
る資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的
な資本金の額を10,000,000円とすることといたします。

（２）資本金の額の減少方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

３．資本金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2025年２月14日
②定時株主総会決議日 2025年３月26日（予定）
③債権者異議申述公告日 2025年４月18日（予定）
④債権者異議申述最終日 2025年５月23日（予定）
⑤減資の効力発生日 2025年６月１日（予定）

４．その他の重要な事項
本件は貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございま

せん。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、所有株式数や１株当たり純資産額に影響はありませ
ん。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柴 谷 哲 朗 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 櫻 井 純 一 ㊞

独立監査人の監査報告書
2025年２月19日

株式会社ワンキャリア
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ワンキャリアの2024年１月１日

から2024年12月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年1月1日から2024年12月31日までの第10期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制担当と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産
の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。なお、監査上の主要な検討事項については、太陽有限責任監査法人と協議を行うと
ともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
　（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

　（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常 勤 監 査 等 委 員 野 村 有 季 子 ㊞
監 査 等 委 員 美 澤 臣 一 ㊞
監 査 等 委 員 高 橋 　 治 ㊞

2025年２月20日

株 式 会 社 ワ ン キ ャ リ ア 　 監 査 等 委 員 会

（注）監査等委員 野村有季子、美澤臣一及び高橋治は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと位置付けております。当期の期末

配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたし
たいと存じます。
（１）配当財産の種類

金銭
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円　　総額178,276,590円
（注）当社は2025年３月16日を効力発生日として、普通株式１株を３株とする株式分割を実施い

たしますが、今回の期末配当につきましては2024年12月31日を基準日としてお支払いする
ものになりますので、株式分割前の株式が対象となります。なお、当該期末配当を、当該株
式分割後の１株当たり配当金に換算すると10円に相当します。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年３月27日
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第２号議案 資本金の額の減少の件
　当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、適切な税制への対応を通じて財務内容の健
全性向上を図ることを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、減
少した資本金の額をその他資本剰余金に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものです。本件
による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆さまのご所有株式数や１株当たり純資産
額に影響はありません。
（１）減少する資本金の額

　2025年１月31日現在の資本金24,672,000円のうち、14,672,000円を減少し、減少後の
資本金の額を10,000,000円といたします。
　なお、2025年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに当社が発行している
新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本
金の額と同額分を合わせて減少し、2025年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日
までの日を払込または給付期日として役員または従業員に報酬として譲渡制限付株式が発行さ
れた場合は、当該譲渡制限付株式の発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少す
ることにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を
10,000,000円とすることといたします。

（２）資本金の額の減少が効力を生ずる日
　2025年６月１日
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現行定款 変更案

第１条～第６条（条文省略） 第１条～第６条（現行どおり）

第７条（自己の株式の取得）
　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、
取締役会の決議によって自己の株式を取得すること
ができる。

（削除）

第８条～第38条（条文省略） 第７条～第37条（現行どおり）

第３号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由
　　機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金
の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第38条
（剰余金の配当等の決定機関）及び第39条（剰余金の配当の基準日）第2項を新設し、併せて
内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び第40条（中間配当）を削除して、
これらに伴う条数の調整を行うものであります。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現行定款 変更案

（新設） 第38条（剰余金の配当等の決定機関）
　当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項
各号に定める事項等については、法令に別段の定め
がある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締
役会の決議により定める。

第39条（剰余金の配当の基準日）
（条文省略）

（新設）

第39条（剰余金の配当の基準日）
（現行どおり）
2　当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とす
る。

2　前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする
ことができる。

3　前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
ることができる。

第40条（中間配当）
　当会社は、取締役会の決議によって、毎年６月30
日を基準日として中間配当をすることができる。

（削除）

第41条（条文省略） 第40条（現行どおり）
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１
みや

宮　　
した

下　　
たか

尚　　
し

之
(1985年4月5日)

    2010年    4 月 マース ジャパン リミテッド入社
    2010年    7 月 ㈱トライフ設立、代表取締役
    2015年    8 月 当社設立、代表取締役
    2020年    12月 当社代表取締役社長
    2023年    7 月 当社代表取締役社長　執行役員CEO（現任）

3,638,300株

2
なが

長　　
さわ

澤　　
あり

有　　
ひろ

紘
(1986年7月27日)

    2011年    4 月 ㈱イトクロ入社
    2014年    11月 ㈱トライフ入社
    2015年    8 月 当社設立、取締役
    2020年    12月 当社取締役副社長
    2023年    7 月 当社取締役副社長　執行役員COO兼CHRO（現任）

248,800株

3
きた

北　　
の

野　　
ゆい

唯　　
が

我
(1987年8月21日)

    2010年    4 月 ㈱博報堂入社
    2015年    4 月 ボストン コンサルティング グループ入社
    2016年    1 月 ㈱トライフ入社
    2016年    6 月 当社入社
    2020年    1 月 当社取締役最高戦略責任者
    2023年    7 月 当社取締役　執行役員CSO（現任）

40,840株

4
たか

高　　
ぎ

木　　
しん

新　　
ぺい

平
(1987年10月18日)

    2010年    4 月 ㈱博報堂入社
    2014年    6 月 ㈱ニューピース設立、代表取締役（現任）
    2017年    11月 NOW㈱　クリエイティブアドバイザー
    2018年    10月 一般社団法人Public Meets Innovation　理事
    2019年    6 月 ㈱シックスカレー設立、代表取締役社長（現任）
    2019年    8 月 NEWS合同会社　共同代表
    2019年    12月 当社社外取締役（現任）
    2023年    2 月 富山県クリエイティブ・ディレクター（現任）

12,500株

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（4名）
は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。
　つきましては、社外取締役1名を含む取締役4名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会にお
いて候補者を審議の上、決定しております。また、監査等委員会は全ての候補者について適任である
と判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 取締役高木新平氏は、株式会社ニューピースの代表取締役、株式会社シックスカレーの代表取締役社
長及び富山県クリエイティブ・ディレクターであります。当社と各兼職先との間には、特別の利害関

－ 49 －



係はありません。
２. 候補者宮下尚之氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
３. 宮下尚之氏を取締役候補者とした理由は、当社創業以来一貫して当社代表取締役を務め、当社の事業

全般に関する戦略立案及び業務執行の最高責任者として強いリーダーシップを発揮し、適時適切な意
思決定、経営監督の実現を図っていることから、取締役候補者として選任するものであります。

４. 長澤有紘氏を取締役候補者とした理由は、創業から取締役として当社の社内の組織づくりを牽引し、
企業の発展に貢献していることから、取締役候補者として選任するものであります。

５. 北野唯我氏を取締役候補者とした理由は、創業期から戦略立案・遂行の中心となり事業を牽引し、企
業の発展に貢献していることから、取締役候補者として選任するものであります。

６. 高木新平氏は、社外取締役候補者であります。
７. 高木新平氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、企業経営者としての豊富な

経験や実績を有しており、経営全般について独立した立場からの助言・提言を期待して、社外取締役
候補者として選任するものであります。

８. 高木新平氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって5年4ヶ月となります。
９. 当社と高木新平氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最
低責任限度額であります。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継
続する予定であります。

10. 代表取締役社長宮下尚之氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社MTMが所有する株
式数を含んだ実質株式数を記載しております。

11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者が会社役員などの地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）の
損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性
が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為又は法令に違反すること等を被保険者が認識し
ながら行った行為等に起因して生じた損害等は填補の対象としないこととしております。各候補者は
当該契約の被保険者に含まれており、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保
険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、本議案にかかる取締役の任期中に当
該保険契約を同内容にて更新することを予定しております。

12. 当社は、高木新平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の選任
が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

以　上
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会場： 東京都渋谷区道玄坂二丁目６番17号
渋東シネタワー11階　AP渋谷道玄坂
電話番号　03-5428-6849

交通 ▶ＪＲ各線「渋谷駅」
ハチ公改札口より徒歩約１分

▶東急各線、東京メトロ各線「渋谷駅」
A１番出口直結

▶京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩約１分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

AP渋谷道玄坂
渋東シネタワー

ユニクロ

渋谷マーク
シティWEST

ヤマダ電機

ビックカメラ

西武渋谷店

渋谷駅西口
バスターミナル

渋谷駅

京王井の頭線
渋谷駅

ハチ公
改札口

西口

首都高
速3号

渋谷線

渋谷駅前道玄坂下

渋谷エクセル
ホテル東急

SHIBUYA
109
A1出口
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